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ま
し
た
が
、
議
会
に
求
め
ら
れ
る
も
の

は
時
代
に
よ
り
異
な
り
、
議
会
改
革
に

終
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
大
洲
市
議
会

基
本
条
例
」
の
検
証
に
よ
り
挙
げ
ら
れ

た
課
題
等
に
つ
い
て
も
、
引
き
続
き
調

査
・
検
討
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

今
後
も
、
市
民
福
祉
の
増
進
と
市
政

の
発
展
の
た
め
、
更
な
る
議
会
活
性
化

の
推
進
が
図
ら
れ
、
議
会
の
機
能
発
揮

と
市
民
の
皆
様
に
開
か
れ
た
、
よ
り
透

明
性
の
高
い
議
会
と
な
る
こ
と
を
切
に

希
望
し
ま
し
て
、
議
会
活
性
化
特
別
委

員
会
の
最
終
報
告
と
し
ま
す
。

　

当
委
員
会
は
、
当
市
の
安
全
・
安
心

の
確
保
と
清
流
肱
川
の
復
活
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
に
設
置
さ
れ
、
こ
れ
ま
で

12
回
の
委
員
会
と
８
回
の
行
政
視
察
を

実
施
し
、
治
水
対
策
に
つ
い
て
調
査
・

検
討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

肱
川
は
大
洲
盆
地
か
ら
下
流
は
勾
配

が
緩
く
、
河
口
付
近
も
山
が
河
川
に
迫

り
川
幅
が
狭
い
た
め
、
洪
水
に
よ
る
甚

大
な
被
害
を
も
た
ら
し
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
た
め
国
・
県
で
は
、
平
成
16
年

５
月
、
河
道
の
整
備
、
山
鳥
坂
ダ
ム
の

建
設
、
鹿
野
川
ダ
ム
改
造
事
業
を
３
本

柱
と
し
た
肱
川
水
系
河
川
整
備
計
画
を

策
定
し
、
概
ね
30
年
を
か
け
て
治
水
対

策
に
取
り
組
む
こ
と
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

こ
れ
と
並
行
し
て
市
で
は
、
平
成
25

年
３
月
に
肱
川
減
災
対
策
計
画
を
策
定

し
、
内
水
に
よ
る
浸
水
被
害
の
軽
減
な

ど
を
目
的
に
、
ポ
ン
プ
排
水
や
排
水
路

整
備
な
ど
の
ハ
ー
ド
対
策
や
、
情
報
伝

達
手
段
の
多
重
化
な
ど
の
ソ
フ
ト
対
策

に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
対
策
の
達
成
を

見
な
い
ま
ま
、
あ
の
災
害
の
日
を
迎
え

た
の
で
す
。
平
成
30
年
７
月
７
日
に

襲
っ
た
洪
水
は
、
大
洲
市
に
お
け
る
戦

後
最
大
規
模
の
災
害
と
言
わ
れ
、
暫
定

堤
防
７
か
所
す
べ
て
か
ら
の
越
流
、
東

大
洲
地
区
の
二
線
堤
の
越
流
な
ど
、
浸

水
面
積
約
１
，３
７
２
ha
、
浸
水
建
物

約
４
千
棟
、
関
連
死
を
含
め
５
名
も
の

尊
い
命
を
奪
う
大
災
害
と
な
り
ま
し

た
。

　

大
洲
市
議
会
で
は
、
治
水
対
策
や
被

災
住
民
へ
の
支
援
な
ど
、
災
害
か
ら
の

復
旧
・
復
興
を
目
指
す
た
め
、
発
災
直

後
の
平
成
30
年
９
月
に
、
10
項
目
の
要

望
を
意
見
書
と
し
て
ま
と
め
国
・
県
に

提
出
し
、
当
委
員
会
と
し
て
も
、
よ
り

治
水
対
策
に
特
化
し
た
意
見
書
を
と
り

ま
と
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
①
肱
川
水
系
河
川
整

備
計
画
の
対
象
区
間
の
見
直
し
、
②
内

水
対
策
の
充
実
、
③
河
床
掘
削
と
河
道

内
立
竹
木
伐
採
の
積
極
的
な
実
施
、
④

民
間
活
力
を
導
入
し
た
河
川
堆
積
土
砂

の
撤
去
、
⑤
詳
細
な
堤
防
点
検
の
実

施
、
⑥
鹿
野
川
ダ
ム
、
野
村
ダ
ム
の
ダ

ム
操
作
規
則
等
の
見
直
し
と
流
域
住
民

へ
の
周
知
の
６
項
目
で
す
。
こ
れ
ら
を

委
員
会
提
出
議
案
と
し
て
平
成
30
年
12

月
議
会
に
提
案
し
、
全
会
一
致
で
可
決

さ
れ
、
平
成
31
年
１
月
９
日
に
は
県
知

事
を
は
じ
め
、
県
議
会
議
長
な
ど
関
係

機
関
へ
要
望
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

　

令
和
元
年
12
月
に
は
、
肱
川
水
系
河

川
整
備
計
画
が
変
更
さ
れ
、
激
特
事
業

が
採
択
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、「
緊
急

的
対
応
」「
概
ね
５
年
後
ま
で
の
対
応
」

「
概
ね
10
年
後
ま
で
の
対
応
」
の
３
段

階
の
対
応
と
し
て
、
再
度
災
害
防
止
に

取
り
組
む
「
肱
川
緊
急
治
水
対
策
」
に

着
手
す
る
こ
と
に
な
り
、
令
和
10
年
度

頃
に
は
、
平
成
30
年
７
月
洪
水
と
同
規

模
洪
水
は
安
全
に
流
下
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
と
さ
れ
た
の
で
す
。

　

緊
急
的
対
応
と
し
て
は
、
河
道
掘

削
、
樹
木
伐
採
、
暫
定
堤
防
の
一
部
か

さ
上
げ
、
ダ
ム
操
作
規
則
の
変
更
。
５

年
後
ま
で
の
対
応
と
し
て
は
、
激
特
事

業
に
よ
る
肱
川
中
下
流
部
で
の
築
堤
、

暫
定
堤
防
の
か
さ
上
げ
な
ど
に
よ
る
流

下
能
力
の
向
上
、
野
村
ダ
ム
・
鹿
野
川

ダ
ム
の
操
作
規
則
の
変
更
な
ど
。
10
年

後
ま
で
の
対
応
と
し
て
は
、
山
鳥
坂
ダ

ム
の
完
成
と
と
も
に
更
な
る
河
川
整
備
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